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排水基準を定める省令（昭和46年6月21日総理府令第35号）　　最終改正：平成30年4月10日号外環境省令第9号

温泉の定義(鉱泉)

温泉の定義（療養泉)

水浴場の水質の判定基準(海水浴場、湖沼・河川の水浴場)

環境省自然環境局自然環境整備担当参事官室

よう化物イオン（I -）

30（百億分の 1 キュリー単位）＝

111Bq 以上（8.25 マッヘ単位以上）

全透
（水深 1m 以上）

全透
（水深 1m 以上）

沃素イオン （I  ） （ヨウ化物イオン）

20（百億分の1キュリー単位）以上

1億分の1mg以上

遊離二酸化炭酸（CO2）
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備考　1.　「検出されないこと。」とは、第 2 条の規定に基づき「環境大臣が定める方法※1」により排出水の汚染状態を検定した場合において、

その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。

2.　砒（ひ）素及びその化合物についての排水基準は、 水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

の一部を改正する政令（昭和 49 年政令第 363 号）の施行の際現にゆう出している温泉（温泉法（昭和 23 年法律第 125 号）

第２条第１項に規定するものをいう。以下同じ。） を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、 当分

の間、適用しない。

※1 ： 「環境大臣が定める方法」＝昭49 環告 64 （排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検

定方法）

備考

１． 判定は、 同一水浴場に関して得た測定値の平均による。

２． 「不検出」 とは、 平均値が検出限界未満のことをいう。

３． 「改善対策を要するもの」 については以下のとおりとする。

　(1) 「水質 B」 又は 「水質 C」 と判定されたもののうち、ふん便性大腸菌群数が、400 個 /100mL を超える測定値が 1 以上あるもの。

　(2) 油膜が認められたもの。

４． 透明度 （※の部分） に関しては、 砂の巻き上げによる原因は評価の対象外とすることができる。

■有害物質（別表第一）

■その他の項目（別表第二）

水深 1m 未満
～ 50cm 以上

水深 1m 未満
～ 50cm 以上


